
「賃金水準の確保及び社会保険加入状況等調査」結果概要 

 

全建では「将来の地域建設産業の担い手確保･育成のための行動指針」を作成し、取組

を進めているが、どの様な課題があるか、最新の状況を把握するため、47都道府県協会

を通じて、傘下会員企業各 30社を対象に、賃金の引上げ、社会保険の加入、週休２日制

の普及及び重層下請の各状況について実態調査を実施。 

 

１ 賃金水準は２年連続引上げ 

  前年に引き続き、会員企業の９割以上は従業員の賃金引上げの動き。 

  下請契約時の労務単価も引上げの動きが拡大 

下請企業と契約する際の労務単価についても約９割（前年は約８割）が引上げの動き。 

 

２ 社会保険の労働者単位で 3保険とも着実に進展 

３保険とも一次下請企業のほぼ全社で加入。現場労働者ベースで見ても健康保険で９割以上

（前年は約８割）、年金保険、雇用保険で約８割が加入。 

① 員企業の約８割で「直接加入指導を行っている」と「一次下請を通じて、加入指導を行

っている」と回答しており、加入指導を行っていないと回答した企業は１割未満。 

②３保険別の加入状況 

【健康保険】 

一次下請企業は 94.1％（前年 93.4％）が加入、現場労働者の加入は 91.1％（同 83.4％）。 

【年金保険】 

一次下請企業は 93.5％（前年 92.5％）が加入、現場労働者の加入は 84.2％（同 81.0％）。 

【雇用保険】 

一次下請企業は 94.0％（同 92.9％）が加入、現場労働者の加入は 79.8％（同 75.8％）。 

注１ 「現場労働者」は代表的な現場を施工体制台帳で把握したもの。 

注２ 「現場労働者」の雇用保険の「未加入」には、個人経営者、会社の役員等、対象とならない者が 

含まれている。 

 

３ 見積り条件依頼を求めている企業は６割以上 

法定福利費の内訳明示を求めている会員企業は６割以上。 

標準見積書等の提出は過半 

会員企業の過半で「大多数の下請から十分な見積書が提出されている」と回答。 

 

４ 週休２日制の定着の条件は適正な工期、労務単価、諸経費のアップ 

① 週休２日制の普及状況については、約半数で変形労働時間制を導入。 

② 週休２日制を定着させるための条件としては、「適正な工期」、「労務単価･諸経費のアッ

プ」を挙げるものが最も多い。 

③有給休暇の取得状況については、約６割が７日以下。 

 

５ 重層下請については、 

①下請次数が「おおむね２次まで」の会員企業が全体の約９割。 

②重層下請の解消のための条件としては、「適切な下請業者への発注」、「受注量の平準化」、

「人員確保」など。 



5.1% 1.6% 

23.5% 

5.0% 

15.2% 

47.0% 

2.5% 

週休2日制の普及状況 

１．４週８休 

２．４週７休 

３．４週６休 

４．４週５休 

５．４週４休 

６．変形労働時間制 

７．その他 

下請次数はおおむね２次までが約９割 

引上げ済み及び予定は９割以上 
               （前年は約９割） 

引上げ済み及び予定は約９割 
               （前年は約８割）  

賃金水準の確保及び社会保険加入状況等調査結果① 

[調査規模等] ①45都道府県建設業協会から回答 
②下請企業を含めた現場労働者数約52,000人（3保険平均） 
③調査依頼企業数1,410社、回答企業数1,208社（回答率）85.7％ 
[調査時期] 平成27年8月3日現在の状況 
[回答企業の事業内容] 土木447社、建築91社、土木建築656社、その他14社 
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２．受注の平準化 

３．人員確保 

４．国･自治体等の援助･指導 

５．労務単価･諸経費のアップ 

６．一次下請の指導 

７．その他 

23.2% 

17.7% 

14.5% 
6.3% 

4.7% 

10.6% 

4.3% 

8.0% 

10.1% 

0.5% 

週休2日制を普及させるために必要な条件 

１．適正な工期 

２．労務単価･諸経費のアップ 

３．受注量の平準化 

４．代替要員の確保等 
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６割以上で求めている 過半で十分な見積書が提出 

一次下請企業の社会保険加入状況について 

現場作業員の社会保険加入状況について 

二次下請に対する社会保険の加入指導状況について 

加入指導を行っていない企業は１割未満 

３保険ともほぼ加入済み 

健康保険は約９割が加入（前年は約８割） 

年金保険、雇用保険は約８割が加入 

見積条件依頼等の状況について 

賃金水準の確保及び社会保険加入状況等調査結果② 
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二次下請に対する社会保険の加入指導状況 
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雇用保険加入状況 
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